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本日の内容

新たな土地利用制度での建築物の用途制限の方針

⇒誘導、又は制限する建築物の「用途」について、地域住民の
皆様のご意見をお伺いしたいと思います。

松江市 都市政策課
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優良
農地

自然
（森林等）

災害ハザ
ード

文化財

①守るべきエリア

以下の地域は、安全性の確保や環境保全の観点などから、新たな建築物の立地を
制限する。

②守るべき居住環境（懸念事象への対応）
用途混在（農住混在など）や野放図な開発が起こらないよう、新たに開発（立地）
できる条件を決める

インフラ（下水道）が整備されていない
エリアでの分譲住宅開発を制限する

市街地の拡散やインフラの増大を防ぐため

〇新たな土地利用制度の創設にあたり、規制の考え方の前提として以下の2つの「守るべき
もの」を考慮する。

用途の混在を防ぐため

立地してほしくない建物を制限する

新たな土地利用制限の基本的な考え方
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●基本の土地利用ルール＋きめ細やかな土地利用ルール

• 新たな土地利用制度は、「基本の土地利用ルール」と地域の状況を考慮した「きめ細
かな土地利用ルール」の二層構造で検討を行う。

基本の土地利用ルール

きめ細やかな土地利用ルール

 市域全域における土地利用を実現していくための基本となる土地利用制度。
 新たな建築・開発を誘導する区域/しない区域に大別し、統一的なルールを示す。

 特定の地域における新たな土地利用の促進や地域環境の維持・向上に向けた土地利用の誘導や支援。
 新たな土地利用制度運用の開始後も、状況に応じて随時設定可能なものとする。

用途地域 特定用途制限地域

都市計画区域内 都市計画区域外

（仮称）土地利用条例による開発行為のコントロール

地区計画・観光地区・景観地区等

都市計画区域内

（仮称）土地利用条例による地域特性を活かしたまちづくり

都市計画区域外

イメージ

イメージ

新たな土地利用制度の構成



現在の
市街化区域

①優良農地・自然
【自然環境保全タイプ】
・特定用途制限地域
（用途制限（強） ）
・他法令の制限

⑥一般農地/
市街化区域と非連坦
（インフラ無）
【田園住居タイプ】
・特定用途制限地域
（用途制限（強））
・土地利用条例

④集落地・駅周辺/
市街化区域と非連坦
【郊外居住誘導タイプ】
・特定用途制限地域
（用途制限（弱））
・土地利用条例

③一般農地/
市街化区域と連坦
（インフラ有）
【市街地近接タイプ】
・用途地域
（用途制限）

②市街地・集落地・
大規模団地/
市街化区域と連坦
【市街地近接タイプ】
・用途地域
（用途制限）

①災害ハザード
【自然環境保全タイプ】
・土地利用条例
・他法令の制限

⑤大規模団地/
市街化区域と非連坦
【既存団地タイプ】
・用途地域
（用途制限）

＜都市計画区域内のイメージ＞
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⑦主要幹線道路沿線
【幹線沿道タイプ】
・特定用途制限地域
（用途制限）

新たな土地利用制限の概要（案）

用途制限：立地可能な建築物の用途を定めるもの

●土地利用制限の分類（タイプ）の設定イメージ



新たな土地利用制限の概要（案）

NO. タイプ
土地利用
状況

既存市街地
との連担性

土地利用制限の考え方
制限手法

用途地域
特定用途
制限地域

土地利用条例 他法令

守るべき
エリア ①

自然環境
保全タイプ

優良
農地

―
環境の保全や安全性の確保のた
め、新たな建築物の立地を基本的
に制限する。

○
用途制限
（強）

農振法・農
地法

自然
○

用途制限
（強）

森林法・自
然公園法

災害
ハザード

○
土砂災害防
止法

文化財
文化財保護

法

その他
エリア

② 市街地近
接タイプ

市街地・
集落地・大規
模団地

インフラ有
（連坦）

市街地の特性に応じて、立地でき
る建物用途をコントロールする。

○
用途制限

③
一般
農地

市街地の特性に応じて、立地でき
る建物用途をコントロールする。

○
用途制限

④
郊外住居
誘導タイプ

集落地・
駅周辺 インフラ有

（非連担）

地域活性化の観点から建物用途
は最低限としつつ、集落環境や景
観等への配慮を求める。

○
用途制限
（弱）

○

⑤
既存団地タ
イプ

大規模
団地

市街地の特性に応じて、立地でき
る建物用途をコントロールする。

○
用途制限

⑥
田園住居タ
イプ

一般
農地

インフラ無
（非連担）

田園環境を保全するため、良好な
開発のみを認める。

○
用途制限
（強）

○

⑦
幹線沿道タ
イプ

幹線沿道 ー
沿道の有効活用を踏まえた建物
用途のコントロールをする。

○
用途制限
（沿道タイ
プ） 5

●タイプごとの土地利用制限の考え方と制限手法



住宅と農地が混在し、良好な居住環境と営農

環境を形成している地域です。農産物直売所

や農家レストランなどが建てられます。

②③市街地近接タイプ ⑤既存団地タイプ
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以下の用途地域（13種類）の中から、現況の土地利用状況や将来ビジョン
を踏まえて、適切な地域を設定する

タイプごとの建築物の用途の新規立地の考え方（案）
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タイプごとの建築物の用途の新規立地の考え方（案）

（注）本案は現時点での主な建築物の用途を抜粋して示したものであり、今後変更になることもあります。

●タイプごとの主な建築物の用途制限イメージ（特定用途制限地域）

建築例 ①
自然環境
保全タイプ

④
郊外居住
誘導タイプ

⑥
田園住居
タイプ

⑦
幹線沿道
タイプ

建築例 ①
自然環境
保全タイプ

④
郊外居住
誘導タイプ

⑥
田園住居
タイプ

⑦
幹線沿道
タイプ

住宅 ○
自己用のみ

可

○ ○
自己用のみ

可

○ 病院
診療所

× ○ ○ ○

アパー
ト

× ○ × ○ 福祉施
設

× ○ ○ ○

店舗 × ○
面積制限あ

り

× ○
面積制限あ

り

自転車
屋・パ
ン屋等

× ○
面積制限あ

り

× ○
面積制限あ

り

事務所 × ○
面積制限あ

り

× ○
面積制限あ

り

軽工業
施設

× ○
面積制限あ

り

× ○
面積制限あ

り

ホテル
旅館

× ○
面積制限あ

り

× ○
面積制限あ

り

重工業
施設

× × × ×

遊戯施
設

× ○
スポーツ施
設など一部
用途のみ可

× ○
スポーツ施
設など一部
用途のみ可

風俗施
設

× × × ×

※ハザードエリアについては別途検討


